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令
和
４
年
分
申
告
相
談
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
申
告
相
談
会
開
催
日

　

10
〜
11
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
の
と
お

り
で
す
。

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

正
庁（
全

期
間
、
役
場
正
庁
で
実
施
し
ま
す
）

▼
感
染
症
対
策
の
お
願
い

①
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

②
咳
・
発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
人
や

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人
は
、
来
場
を

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

③
町
役
場
正
面
玄
関
に
あ
る
Ａ
Ｉ

サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
で
の
検
温
と
手
指

消
毒
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
地
区
ご
と
の
指
定
日
時
を
厳
守
し

て
く
だ
さ
い

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
防
止
の
た
め
、
地
区
ご
と
の
指

定
日
時
を
厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。

②
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
場
合
は
、
回

復
後
に
休
日
申
告
等
で
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

③
休
日
申
告
相
談
日
は
、
勤
務
の
都

合
で
平
日
に
来
ら
れ
な
い
人
や
、
②

の
人
の
み
を
対
象
と
し
ま
す
。

福
祉
係
か
ら
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
度
交
付
さ

れ
て
い
る
人
で
も
毎
年
申
請
が
必
要

で
す
。
証
明
書
発
行
ま
で
時
間
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。

⑥
雑
損
控
除

生
活
用
資
産
お
よ
び
業
務
用
資
産
に

つ
い
て
、
災
害
、
盗
難
ま
た
は
横
領

に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
場
合

・
被
害
を
受
け
た
資
産
、
取
得
時
期
、

取
得
価
格
の
分
か
る
も
の（
建
物
の

請
負
契
約
書
等
）

・
被
害
を
受
け
た
資
産
の
修
繕
費
、

取
壊
費
用
、
除
去
費
用
等
の
分
か
る

も
の（
領
収
書
等
）

・
被
害
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
受

け
取
る
保
険
金
等
の
金
額
が
分
か
る

も
の（
支
払
通
知
書
等
）

・
罹り

災さ
い

証
明
書

⑦
ひ
と
り
親
、
寡
婦
控
除

　

令
和
４
年
12
月
31
日
現
在
に
お
い

て
、
ひ
と
り
親
ま
た
は
寡
婦
に
該
当

す
る
場
合
は
、
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
申
告
相
談
の
際

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

⑧
寄
附
金
控
除

寄
附
し
た
団
体
か
ら
発
行
さ
れ
る
証

明
書
、
受
領
書

▼
次
の
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す

①
「
田
ん
ぼ
を
貸
し
て
い
る
人
」
や

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
働
い

償
却
資
産
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
で
、
事

業
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、

機
械
、
車
両
・
農
機
具（
自
動
車
税

種
別
割
・
軽
自
動
車
税
種
別
割
が
課

税
さ
れ
て
い
る
車
両
を
除
く
）、
工

具
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定

資
産
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年
申
告
さ
れ
た
人
や
所
有
が
確

認
さ
れ
て
い
る
人
に
は
、
先
日
申
告

書
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
前
年
中

に
増
加
ま
た
は
減
少
し
た
資
産
を
記

入
の
上
、
期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
場
合
で
も
申
告
が
必

要
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
昨
年
か
ら
資
産
に
変
更
が
な
い
人

・
免
税
点（
課
税
標
準
額
１
５
０
万

円
）未
満
の
人

・
事
業
を
や
め
た
の
に
申
告
書
が
届

い
た
人（
廃
業
な
ど
の
旨
を
備
考
欄

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

所
有
す
る
も
の
が
償
却
資
産
に
該

当
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
人
や
、
申

告
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な

い
人
は
、
お
気
軽
に
税
務
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
書
提
出
期
限　

１
月
31
日（
火
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

が
ス
マ
ホ
で
作
成
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

確
定
申
告　

作
成　

で
検
索

▼
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
で
の
相
談

　

所
得
税
の
確
定
申
告
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
、
年
末
調
整
に
関
す
る
相
談

は
、
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
「
税
務
職
員

ふ
た
ば
」
を
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
ご
質
問
し
た
い
こ
と
を
メ

ニ
ュ
ー
か
ら
選
択
す
る
か
、
自
由
に

文
字
で
入
力
い
た
だ
く
と
Ａ
Ｉ
が
自

動
回
答
し
ま
す
。
土
日
、
夜
間
も
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

　

国
税
庁　

ふ
た
ば　

で
検
索

▼
問
い
合
わ
せ
先

【
申
告
相
談
会
・
住
民
税
申
告
】

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

【
確
定
申
告
】

会
津
若
松
税
務
署

☎（
27
）４
３
１
１

　

会
場
の
入
場
に
は
、
入
場
整
理
券

が
必
要
で
す
。
当
日
配
布
と
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
プ
リ（
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
）に
よ
る
事
前
発
行
の
２

通
り
が
あ
り
ま
す
。
当
日
配
布
の
場

合
は
、
配
布
状
況
に
よ
り
後
日
の
来

場
を
お
願
い
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

福
島
税
務
署
の

休
日
対
応
に
つ
い
て

▼
期
日

２
月
19
日（
日
）、
26
日（
日
）

▼
場
所　

福
島
税
務
署

▼
対
応
業
務

　

申
告
相
談
、
確
定
申
告
書
用
紙
の

配
付
、
確
定
申
告
書
の
収
受
お
よ
び

納
付
相
談

▼
自
宅
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
な
ら
、
自

宅
で
い
つ
で
も
簡
単
に
申
告
書
が
作

成
で
き
ま
す
。

〇
自
動
計
算

　

画
面
の
案
内
に
沿
っ
て
入
力
す
る

だ
け
で
作
成
・
送
信
♪

〇
自
動
入
力

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
で
、
デ
ー

タ
を
ま
と
め
て
入
力
♪

〇
自
宅
か
ら

　

確
定
申
告
は
、
ご
自
宅
か
ら
ス
マ

ホ
で
申
告
で
き
ま
す
♪

〇
令
和
４
年
分
か
ら
さ
ら
に
便
利
に

　

青
色
申
告
決
算
書
や
収
支
内
訳
書

②
経
費
が
分
か
る
も
の（
固
定
資
産

税
課
税
明
細
書
、
土
地
改
良
区
賦
課

金
お
よ
び
水
利
費
等
の
領
収
書
）

【
譲
渡
所
得
者（
不
動
産
等
を
売
り

渡
し
た
人
）】

①
売
買
契
約
書
お
よ
び
収
用
、
買
収

等
の
証
明
書

②
購
入
・
譲
渡
費
用（
仲
介
料
、
代

書
料
、
印
紙
税
代
等
）の
経
費
明
細

書
、
領
収
書

▼
控
除
関
係
で
必
要
な
書
類
等

①
配
偶
者
・
扶
養
親
族
控
除

そ
の
人
の
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の

②
社
会
保
険
料
控
除

各
種
年
金
保
険
料
、
健
康
保
険
料
領

収
書
等

③
生
命
保
険
・
地
震
保
険
料
控
除

保
険
会
社
発
行
の
生
命
保
険（
個
人

年
金
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
を

含
む
）、
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

④
医
療
費
控
除

医
療
費
控
除
の
明
細
書（
人
・
病
院
・

薬
局
ご
と
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）、

病
院
等
の
領
収
書
ま
た
は
医
療
保
険

者
等
の
医
療
費
通
知
書
、
補
て
ん
さ

れ
た
金
額
が
分
か
る
も
の
。

※
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
必
ず

集
計
を
完
了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
障
害
者
控
除

・
障
害
者
手
帳
、
介
護
保
険
の
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
等

・
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
保
健
福
祉
課
高
齢
者

▼
申
告
相
談
会
に
持
参
す
る
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
顔
写
真

付
き
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
待
ち

で
な
い
人
は
、
個
人
番
号
通
知
カ
ー

ド
と
身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
や

健
康
保
険
証
等
の
う
ち
か
ら
１
点
）

②
還
付
が
あ
る
人
は
、
預
金
通
帳
等

▼
そ
の
他
の
必
要
な
書
類（
所
得
別
）

【
給
与
所
得
者（
給
料
、
賃
金
、
報

酬
含
む
）お
よ
び
公
的
年
金
受
給
者
】

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
賃
金
受
給
明
細

書【
農
業
所
得
者
】

農
業
収
入
と
経
費
を
書
い
た
収
支
内

訳
書
、
領
収
書
、
経
費
明
細
書
、
固

定
資
産
税
課
税
明
細
書
等

※
収
支
内
訳
書
は
、
必
ず
計
算
を
完

了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

内
訳
ご
と
に
領
収
書
等
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
。

【
事
業
所
得
者（
農
業
所
得
者
除
く
）】

事
業
収
入
と
経
費
、販
売
と
仕
入
れ
・

棚
卸
額
を
書
い
た
収
支
内
訳
書
、
経

費
明
細
書
、
領
収
書
、
給
与
、
賃
金

支
払
明
細
書

【
不
動
産
所
得
者（
農
地
等
の
土
地

や
家
屋
を
賃
貸
し
て
い
る
人
）】

①
賃
貸
借
契
約
書（
受
領
し
た
賃
料

お
よ
び
物
納
の
場
合
は
数
量
の
分
か

る
も
の
）

た
人
」
は
申
告
が
必
要
で
す
。

②
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万

円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
住
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。

③
所
得
が
全
く
な
か
っ
た
人
で
も
、

次
に
該
当
す
る
人
は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

・
各
種
給
付
・
手
当
等
を
受
給
し
て

い
る
人

・
町
営
住
宅
、
こ
ど
も
園
等
の
町
の

施
設
を
利
用
し
て
い
る
人

・
雇
用
保
険
・
障
害
年
金
・
遺
族
年

金
等
の
非
課
税
収
入
だ
け
の
人
や
収

入
が
な
か
っ
た
人
で
、
親
や
子
ど
も

の
税
制（
申
告
）上
の
「
扶
養
控
除
」

の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
人

④
初
め
て
「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
」
を

受
け
る
人
は
、
税
務
署
で
確
定
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
に
必

要
な
提
出
書
類
が
記
載
さ
れ
た
「
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
用
封
筒
」
は
、

１
月
25
日（
水
）以
降
に
税
務
課
前

カ
ウ
ン
タ
ー
に
用
意
し
ま
す
。

会
津
若
松
税
務
署
の

申
告
相
談
会
に
つ
い
て

▼
期
間　

２
月
16
日（
木
）〜
３
月
15
日（
水
）

▼
会
場　

会
津
ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス

▼
そ
の
他　 申

告
相
談

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

税務職員ふたば

償
却
資
産
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いなわしろタウンページ まちのお知らせ

令和４年分申告相談会日程表（２月分）

◆会場は全期間、町役場３階正庁になります。３階まではエレベーターをご利用ください。
◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、指定された日時を厳守してください。
◆午前８時 45 分～午前９時 45 分と午後１時～午後２時の間は大変混み合いますので、混雑緩和に
　ご協力ください。また、受付時間前に来られても受付票はありませんので、ご理解とご協力をお願
　いします。

月日 曜日 受付時間 対　象　地　区

2 月 14 日 火
  8:45~11:00 古城町、扇田、吾妻行政区外

13:00~16:00 新北町、湊志田、翁島行政区外

２月 15日 水
  8:45~11:00 神明町、六角、月輪行政区外

13:00~16:00 今泉、八千代、長瀬行政区外

２月 16日 木
  8:45~11:00 仁蔵、木地小屋、千里行政区外

13:00~16:00 上ノ上、上戸、猪苗代行政区外 

２月 17 日 金
  8:45~11:00  釜井、酸川野

13:00~16:00  桜ヶ丘、松橋浜 

２月 20 日 月
  8:45~11:00  打越、小田

13:00~16:00  葉山、東南真行、堤崎、中目

２月 21日 火
  8:45~11:00  西舘、大原

13:00~16:00  上新町、新堀向、牛沼、水沢

２月 22日 水
  8:45~11:00  長坂、入江、相名目

13:00~16:00  千代田、百目貫

２月 24日 金
  8:45~11:00  本町、九軒町、北高野、島田

13:00~16:00  沼ノ倉、砂川、廻谷地、白津

２月 27日 月
  8:45~11:00  渋谷、見祢山、三城潟

13:00~16:00  新町ろ、祢次、上戸駅前、荻窪

２月 28日 火
  8:45~11:00  大在家、壺下、伯父ヶ倉

13:00~16:00  見祢、土町、スキー場、烏帽子

月日 曜日 受付時間 対　象　地　区

３月１日 水
  8:45~11:00  幸野、東舘

13:00~16:00  山潟、田子沼、金曲 

３月２日 木
  8:45~11:00  川桁（１～ 12 組）、金堀

13:00~16:00  川桁（12 組～ 23 組）、蒲谷地 

３月３日 金
  8:45~11:00  都沢、天鏡台温泉

13:00~16:00  関脇、夷田、松橋

３月５日 日
  8:45~11:00 休日申告相談会

※全地区を対象としますが、原則勤務の都合で平日来られない人のみです。13:00~16:00

３月６日 月
  8:45~11:00  新在家、土田、不動、磐根

13:00~16:00  新屋敷、曲淵、道下

３月７日 火
  8:45~11:00  西久保、戸ノ口、三本木、金子沢

13:00~16:00  樋ノ口、名家

３月８日 水
  8:45~11:00  田茂沢、中の沢、沼尻温泉

13:00~16:00  旭町、富永、下館

３月９日 木
  8:45~11:00  半坂、川崎

13:00~16:00  中町、内野

３月 10日 金
  8:45~11:00  名古屋町、志津

13:00~16:00  四ッ谷、新町い、明戸

３月 13日 月
  8:45~11:00  川上、翁島駅前

13:00~16:00  蟹沢、長浜、蜂屋敷、沼尻駅前

３月 14日 火
  8:45~11:00  小平潟、白木城

13:00~16:00  西真行、行津桜川、小水沢

３月 15日 水
  8:45~11:00  五十軒、達沢

13:00~16:00  千貫、市沢、高森

令和４年分申告相談会日程表（３月分）

問い合わせ先　税務課　賦課係
　　　　　　　☎（62）2113
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子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か（
ひ
と
り

親
世
帯
以
外
の
世
帯
）

　

町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
い
る
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め

「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

児
童
手
当
や
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
者
で
、
令
和
４
年
度
住
民
税

非
課
税
世
帯（
申
請
が
不
要
で
あ
る

世
帯
）に
は
、
７
月
20
日
に
手
当
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

　

右
記
以
外
の
世
帯
に
つ
い
て
は
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
２
月
末

で
申
請
受
付
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

受
付
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ひ
と
り
親
世
帯（
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
）で
、
県
か
ら
「
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
を
支
給

さ
れ
た
人
は
、
町
か
ら
の
給
付
金
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
支
給
対
象
者（
申
請
が
必
要
な
人
）

①
高
校
生
の
み
養
育
し
て
い
る
人
で
、

令
和
４
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の

人②
18
歳
未
満（
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
20
歳
未

　

商
品
券
の
取
扱
店
は
「
野
口
英
世

ふ
る
さ
と
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
取
扱

店
」
の
の
ぼ
り
が
目
印
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

☎
（
62
）
２
１
１
７

猪
苗
代
町
商
工
会

☎
（
62
）
２
３
３
１

新
年
あ
い
さ
つ
交
歓
会

を
１
月
４
日
に
開
催
し

ま
す

　

年
頭
に
あ
た
り
、
さ
ら
な
る
町
政

伸
展
を
誓
う
た
め
「
新
年
あ
い
さ
つ

交
歓
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
内
容
を
縮

小
し
、
飲
食
は
行
な
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
予
約
な
し
で
参
加
で

き
ま
す
が
、
発
熱
な
ど
体
調
が
す
ぐ

れ
な
い
場
合
は
、
ご
遠
慮
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時　

１
月
４
日（
水
）

午
前
10
時
30
分
〜（
20
分
程
度
）

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

正
庁

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

満
）の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
で
、

令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が

急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収

入
と
な
っ
た
人

▼
支
給
額

対
象
児
童
一
人
に
つ
き
５
万
円

▼
申
請
方
法　

　

保
健
福
祉
課
備
え
付
け
の
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
必
要
な
書

類
と
と
も
に
、
保
健
福
祉
課
ま
で
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
書
受
付
期
間

２
月
28
日（
火
）ま
で

▼
支
給
方
法

　

申
請
内
容
を
確
認
後
、
指
定
さ
れ

た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

冬
期
間
の
水
道
料
金
・
下
水

道
使
用
料
は
推
定
料
金
で
徴

収
し
ま
す

　

１
月
か
ら
４
月
ま
で
の
冬
期
間
は
、

積
雪
に
よ
り
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

が
困
難
で
あ
る
た
め
、
一
部
を
除
き

推
定
料
金
で
徴
収
し
ま
す
。

　

推
定
料
金
は
、
10
月
か
ら
12
月
分

の
使
用
水
量（
ま
た
は
前
年
度
実
績

水
量
）の
平
均
で
算
出
し
ま
す
。
実

際
に
使
用
さ
れ
た
分
と
の
差
額
は
、

４
月
下
旬
か
ら
の
水
道
メ
ー
タ
ー
の

検
針
結
果
に
基
づ
き
、
５
月
分
の
料

金
で
精
算
し
ま
す
。

　

冬
期
間
に
凍
結
な
ど
に
よ
る
漏
水

が
あ
っ
た
場
合
は
、
５
月
精
算
料
金

が
過
大
に
な
り
ま
す
の
で
、
給
水
装

置
の
管
理
に
は
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
管
理
係

☎（
62
）５
６
２
２

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用

料
は
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
は
、

毎
月
15
日（
土
・
日
、
祝
日
の
場
合

は
そ
の
翌
日
）に
納
入
通
知
書
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
、
毎

月
25
日（
口
座
振
替
日
が
土
・
日
、

祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）に
自
動

的
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
に

な
る
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
く
、
納

付
場
所
へ
出
か
け
る
必
要
が
な
い
た

め
大
変
便
利
で
す
。

　

町
内
に
支
店
の
あ
る
金
融
機
関
・

郵
便
局
の
窓
口
に
申
込
用
紙
が
あ
り

ま
す
の
で
、
通
帳
と
届
出
印
を
ご
持

参
の
上
、
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
管
理
係

☎（
62
）５
６
２
２

令
和
５
年
度
・
６
年
度

入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
度
・
６
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
を
以
下
の
日
程
で
受

け
付
け
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

受
付
期
間
内
に
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
前
回（
令
和
３
年
度
・

４
年
度
）同
様
、
半
年
ご
と
に
計
３

回
、
２
週
間
の
追
加
受
付
期
間
を
設

け
ま
す
。

▼
受
付
期
間　

○
通
常
受
付
期
間

令
和
５
年
２
月
１
日（
水
）か
ら
令

和
５
年
２
月
28
日（
火
）ま
で
の
開

庁
時
間
内

（
有
効
期
間
：
令
和
５
年
４
月
１
日

〜
令
和
７
年
３
月
31
日
）

○
追
加
受
付
期
間

・
第
１
回

令
和
５
年
９
月
１
日
〜
９
月
15
日

（
有
効
期
間
：
令
和
５
年
10
月
１
日

〜
令
和
７
年
３
月
31
日
）

・
第
２
回

令
和
６
年
３
月
１
日
〜
３
月
15
日

（
有
効
期
間
：
令
和
６
年
４
月
１
日

〜
令
和
７
年
３
月
31
日
）

・
第
３
回

令
和
６
年
９
月
２
日
〜
９
月
17
日

（
有
効
期
間
：
令
和
６
年
10
月
１
日

次
の
①
②
③
す
べ
て
を
持
参
し
、
商

工
観
光
課
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
第
２
弾
猪
苗
代
町
民
応
援
商
品
券

受
取
確
認
書

②
受
け
取
る
人
の
身
分
証
明
書（
運

転
免
許
証
、保
険
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

③
受
け
取
る
人
の
印
鑑

※
世
帯
主
や
世
帯
員
で
な
い
人
が
受

け
取
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で

す
。
委
任
状
提
出
に
よ
り
受
け
取
る

場
合
も
同
様
に
①
②
③
が
必
要
で
す
。

※
①
を
な
く
し
た
人
は
、
商
工
観
光

課
で
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き

ま
す
。

※
委
任
状
は
、
任
意
様
式
で
も
構
い

ま
せ
ん
。
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
受
取
時
間

平
日
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
右
記
時
間
以
外
を
ご
希
望
の
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

☎
（
62
）
２
１
１
７

猪
苗
代
町
商
工
会

☎
（
62
）
２
３
３
１

「
野
口
英
世
ふ
る
さ
と
商

品
券
」の
使
用
期
限
は
１

月
31
日
ま
で
で
す

　

野
口
英
世
ふ
る
さ
と
商
品
券
の
使

用
期
限
は
、
１
月
31
日（
火
）ま
で

で
す
。
使
用
期
限
が
過
ぎ
た
商
品
券

は
、
一
切
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

お
忘
れ
な
く
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
商

品
券
の
払
い
戻
し
も
で
き
ま
せ
ん
。

〜
令
和
７
年
３
月
31
日
）

　

以
上
の
期
間
以
外
は
、
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先

町
役
場
２
階　

企
画
財
務
課
財
務
係

▼
提
出
様
式

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

財
務
係

☎（
62
）２
１
１
２

「
第
２
弾
猪
苗
代
町
民
応

援
商
品
券
」の
使
用
期
限

は
１
月
31
日
ま
で
で
す

　

町
が
皆
さ
ん
に
お
送
り
し
た
「
第

２
弾
猪
苗
代
町
民
応
援
商
品
券
」
の

使
用
期
限
は
、
１
月
31
日（
火
）ま

で
で
す
。
使
用
期
限
が
過
ぎ
た
商
品

券
は
、
一
切
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

お
忘
れ
な
く
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
商

品
券
の
払
い
戻
し
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

商
品
券
の
取
扱
店
は
「
野
口
英
世

ふ
る
さ
と
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
取
扱

店
」
の
の
ぼ
り
が
目
印
で
す
。

　

な
お
、「
第
２
弾
猪
苗
代
町
民
応

援
商
品
券
」
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い

な
い
人
に
は
通
知
を
し
ま
し
た
の
で
、

受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
受
取
方
法

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

給
付
金

商
品
券

入
　
札

案
　
内

※
の
ぼ
り
は
、「
第
２
弾
猪
苗
代
町

民
応
援
商
品
券
」
と
「
野
口
英
世
ふ

る
さ
と
商
品
券
」
と
で
共
通
で
す
。

※
ブ
ル
ー
の
商
品
券
は
全
店
共
通
、

ピ
ン
ク
の
商
品
券
は
小
規
模
店
の
み

で
の
使
用
に
な
り
ま
す
。

上
下
水
道
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町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
・

高
揚
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
は
、
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

２
月
３
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

地
籍
図
・
字
限
図

の
閲
覧
を
休
止
し
ま
す

　

令
和
４
年
中
の
分
筆
や
合
筆
な
ど

の
土
地
異
動
を
反
映
す
る
た
め
、
次

の
期
間
は
地
籍
図
・
字あ

ざ

限ぎ
り

図ず

が
閲
覧

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
閲
覧
休
止
期
間　

２
月
１
日（
水
）〜
３
月
17
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

令
和
５
年
度
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
利
用
申
請
の

ご
案
内

　

児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
留
守
家
庭
児

童
の
放
課
後
の
生
活
支
援
や
学
校
長

期
休
業
中
の
余
暇
支
援
を
集
団
で

行
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
と
お
り
来
年
度
の
利
用
申
請

を
受
け
付
け
し
ま
す
。

▼
対
象
児
童

　

次
の
①
②
③
の
す
べ
て
に
該
当
す

し
、
引
き
落
と
し
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

利
用
申
請
書
お
よ
び
口
座
振
替
依

頼
書
は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
、
保
健
福

祉
課
、
各
こ
ど
も
園
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

町
で
は
、
定
例
行
政
相
談
会
を
毎

月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

１
月
18
日（
水
）　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

る
児
童
で
す
。

①
町
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１
年
生

か
ら
６
年
生
の
児
童

②
留
守
家
庭
の
児
童

③
心
身
に
著
し
い
障
が
い
の
な
い
児

童▼
開
設
場
所
と
定
員

左
上
の
「
別
表
」
の
と
お
り

▼
開
設
時
間

①
月
曜
か
ら
金
曜
の
平
日
：
放
課
後

〜
午
後
６
時

②
土
曜
日
、
学
校
長
期
休
業
中
、
学

校
振
替
休
日
：
午
前
８
時
〜
午
後
６

時▼
支
援
内
容　

生
活
や
余
暇
の
支
援

▼
利
用
料

①
負
担
金
：
月
額
２
０
０
０
円

※
減
免
規
定
が
あ
り
ま
す
。

②
そ
の
他

○
教
材
費
：
月
額
１
０
０
０
円

○
傷
害
保
険
料
：
年
額
１
０
０
０
円

程
度　
　

○
お
や
つ
代
金
：
実
費
分

▼
申
込
期
限　

１
月
31
日（
火
）ま
で

▼
申
込
方
法

　

児
童
ク
ラ
ブ
は
登
録
制
で
す
。
所

定
の
利
用
申
請
書
に
よ
り
、
各
児
童

ク
ラ
ブ
ま
た
は
保
健
福
祉
課
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

負
担
金
は
、
利
用
申
請
者
の
指
定

す
る
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な

り
ま
す
。
初
め
て
登
録
す
る
人
は
、

取
引
金
融
機
関（
銀
行
、
Ｊ
Ａ
、
郵

便
局
）に
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出

児
童
ク
ラ
ブ

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

児童クラブ名 開設場所 定員

猪苗代第１・第２
児童クラブ 猪苗代小学校敷地内 各 40人程度

翁島児童クラブ 翁島地区コミュニティセンター 40人程度

千里児童クラブ 千里地区コミュニティセンター 40人程度

緑児童クラブ 月輪地区コミュニティセンター 40人程度

長瀬児童クラブ 旧長瀬連絡所 40人程度

吾妻児童クラブ 吾妻小学校内いこいのスペース 40人程度

別表

閲
　
覧

相
　
談

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地

域
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
生
活
状
況

を
把
握
し
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に

の
っ
た
り
、
支
援
を
必
要
と
す
る

人
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
助
言
や
援
護

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
12
月
１
日
か
ら
新

任
・
再
任
と
な
っ
た
委
員
の
皆
さ

ん
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
困
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
各
地
区
担

当
の
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
４
年
11
月
30
日
で

退
任
し
、
町
長
感
謝
状（
在
任
５

年
以
上
10
年
未
満
）と
厚
生
労
働

大
臣
感
謝
状（
在
任
６
年
以
上
）

を
受
け
た
皆
さ
ん
は
次
の
と
お
り

で
す（
い
ず
れ
も
敬
称
略
）。

三
城
潟　

楠　

美
枝
子（
在
任
15
年
）

島　

田　

小
檜
山
ナ
ミ
子（
在
任
15
年
）

新
堀
向　

五
十
嵐
牧
子（
在
任
９
年
）

樋
ノ
口　

大
桃　
　

新（
在
任
９
年
）

幸　

野　

渡
部　

文
江（
在
任
９
年
）

西
久
保　

鈴
木　

由
利（
在
任
９
年
）

土　

町　

佐
賀　

昭
男（
在
任
８
年
）

旭　

町　

佐
藤　

和
代（
在
任
６
年
）

半　

坂　

宇
月　

信
子（
在
任
６
年
）

祢　

次　

小
林　

博
子（
在
任
６
年
）

六　

角　

池
田　

令
子（
在
任
６
年
）

上
ノ
上　

遠
藤　

恒
友（
在
任
６
年
）

川　

桁　

奥
田　

美
穂（
在
任
６
年
）

下　

舘　

佐
藤　

邦
枝（
在
任
６
年
）

地区 氏　　名 担　当　地　区 電話番号

月

輪

佐藤　美晴（壺下）
上戸、上戸駅前、湊志田、
壺下

（66）3440

大川原浩吉（山潟） 山潟、田子沼 （66）2861

佐藤　久雄（金曲） 金曲、夷田、川崎 （66）2647

佐藤　玲子（小平潟）
松橋、中目、小平潟、
松橋浜

（66）3315

佐藤　久仁（関脇） 関脇、都沢、志田浜 （66）3719

長

瀬

別府ハツエ（幸野） 幸野、曲淵、新屋敷 （66）3096

伊藤　良春（川桁） 川桁の一部 （66）2744

鈴木　和昭（川桁） 川桁の一部 （66）2358

鈴木智惠子（白津） 白津、東舘、道下 （66）3670

星　　孝子（下舘） 内野、明戸、下舘 （66）3679

渡部紀恵子（水沢）
荻窪、志津、水沢、
伯父ヶ倉

（66）3385

吾

妻

本田由里子（白木城） 白木城、小水沢 （64）2926

永島　優子（樋ノ口） 樋ノ口 （64）2406

増子マチ子（小田） 小田 （64）2825

森口　　勉（田茂沢） 酸川野、名家、田茂沢 （64）2001

小檜山政恒（大原） 大原、木地小屋 （64）3116

長澤由美子（市沢）
市沢、金堀、
大島原、蒲谷地

（64）2878

大泉　照勝（中の沢） 中の沢、達沢 （64）3859

玉根　吉利（沼尻駅前）高森、沼尻温泉、沼尻駅前（64）3404

◆そのほか、福祉関係のお問い合わせやご相談は、下記までご連絡ください。
問町保健福祉課　☎（62）2115　　問町社会福祉協議会　☎（62）5168

氏　　名 担　当　地　区 電話番号

渡部真理子（島田） 猪苗代地区、吾妻地区 （62）2329

新田　眞弓（百目貫） 翁島地区、千里地区 （66）2884

大坂サク子（川桁） 月輪地区、長瀬地区 （66）2258

〈主任児童委員〉

地区 氏　　名 担　当　地　区 電話番号

猪

苗

代

中澤　悦子（四ツ谷） 四ツ谷、古城町 （62）3167
押田　俊広（名古屋町）名古屋町の一部 （62）3037
池田　敦子（名古屋町）名古屋町の一部 （62）3565
山内　常子（本町） 本町、旭町 （62）2714
奥田　信一（新町ろ） 新町い、新町ろ （62）3030
松本　　治（上新町） 上新町、九軒町 （62）2253
齊藤いづみ（半坂） 半坂、祢次 （62）3408
長谷川サヨ子（土町） 土町、葉山、中町、スキー場（62）3701
矢森　静枝（今泉） 今泉、新堀向、桜ケ丘 （62）3071
小板橋晴雄（見祢） 見祢、沼ノ倉、見祢山 （62）3894
後藤　新一（長坂） 渋谷、長坂、川上、千貫 （64）2382
佐藤光津子（神明町） 神明町 （62）3930
筒井　祐子（上新町） 新北町 （62）3656

翁

島

野口　啓子（三城潟） 三城潟、新在家、大在家 （65）2589

土屋　敏夫（磐根）
五十軒、砂川、不動、
天鏡台温泉、磐根

（65）2416

髙橋二三雄（烏帽子） 烏帽子、釜井、東南真行、西真行（65）2046

安達　利一（西久保）
戸ノ口・三本木・金子沢、西久保、

蟹沢・長浜、行津桜川
（65）2591

渡部　洋子（翁島駅前）翁島駅前、土田 （65）2804

千

里

鈴木　輝夫（西舘） 西舘、打越、富永 （66）3681

渡部　　久（相名目）
牛沼、相名目、入江、
廻谷地、仁蔵、蜂屋敷

（62）2173

鈴木　道夫（千代田） 千代田 （62）2879
関岡　雄二（北高野） 北高野、六角 （62）2174
古川美智子（扇田） 扇田の一部 （62）2722
山田　澄子（扇田） 扇田の一部 090（7528）4713

長沼　恵美（上ノ上） 上ノ上 090（7522）2676

小檜山恭眞（島田） 島田、堤崎、百目貫 （62）3722
柳原　律子（八千代） 八千代 （63）0770

　

〈地区担当委員〉

新
し
い
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

　
　
　
　
　
皆
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す

新しい民生委員・児童委員の
皆さんを紹介します

（任期：令和４年 12月１日～令和７年 11月 30 日）


